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市
長
提
出
議
案

44件の市長提出議案を審議しました。
結果は3ページの議決結果一覧表をご覧ください。

空き家等の適正管理に関する条例

行政組織条例の一部を改正する条例

市が管理する道路の構造の技術的基準等を定める条例
制定の趣旨
　空き家等が管理不全な状態となることを防

止するため、川越市空き家等の適正管理に関

する条例を制定するものです。

制度の内容
　次に掲げる事項を規定するものです。

　⑴空き家等の所有者等の責務

　⑵空き家等の情報の提供

　⑶管理不全な状態の空き家等に係る調

　　査、指導、勧告及び公表

施行期日
　平成25年4月1日とするものです。

具体的な取組について
⑴　アンケート形式の見直しやインターネットを利用した相談等、相談しやすい窓口への改善を検討する

　とともに、教職員の自己研鑽や研修により生徒の訴えを感じ取る力を磨くこと。

⑵　生徒たち自身の手による、いじめをなくすための自浄努力の活動を支援すること。

⑶　家庭に対し、学校のいじめ問題への考え方、家庭でのいじめへ対処方法、いじめの相談窓口を周知し、

　学校との共通理解を深めるとともに、家庭からの意見をくみ取るよう努めること。

⑷　いじめへの対応を担任まかせにせず、組織的に対応する校内体制及び関係機関との連携体制を整備す

　ること。学校現場と教育委員会との距離を縮め、緊密に連携すること。生徒指導専門教員の配置等人員

　体制の充実を検討すること。

⑸　いじめの事実確認、初期対応、関係機関への報告に至る一連の対応について、一定の期間を定め、速

　やかに行う仕組みを構築すること。

⑹　体系的ないじめ対応マニュアル（インターネット上のいじめを含む）を早急に整備、周知徹底し、市

　内全校で一定の対応を可能とすること。外部専門家の活用を視野に入れ、今後のいじめ問題への対応の

　あり方を継続的に研究すること。

いじめ問題への対応について
市政報告

組織改正の理由
　平成25年度に向けた組織改正ですが、乳幼児期から青

少年期に至るまでのこどもに対して、現在、複数部署で

所管している「こども施策」につきまして一部事業を除

き集約し、施策を総合的に展開するため、「こども未来

部」を新設するものです。

こども未来部の創設
　こども未来部は、「こども政策課」「こども育成課」「こ

ども安全課」「保育課」の4課体制とし、乳幼児期から青

少年期に至るまでのこどもに対し、施策を総合的に展開

し、次代を担う子どもたちが健やかに成長していくこと

のできる地域社会の実現に向けた体制にするものです。

※課名については、現在のところ仮称であります。

制定の趣旨
　法律の一部改正に伴い、川越市が管理する道路の構造

の技術的基準等を定める条例を制定するものです。

制度の内容
　道路の構造の技術的基準、道路標識の寸法及び移動等

円滑化のために必要な道路の構造の技術的基準について

規定するものです。

施行期日
　平成25年4月1日とするものです。
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川越市行政組織条例の一部を改正する条例
川越市暴力団排除条例
川越市空き家等の適正管理に関する条例
川越市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
川越市役所出張所設置条例及び川越市農業委員会の選挙による委員の選
挙区及び各選挙区の定数条例の一部を改正する条例
川越市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
川越市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例
川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基
準を定める条例
川越市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める
条例
川越市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
川越市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例
川越市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
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を定める条例
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介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す
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川越市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基
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地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方
法に関する基準等を定める条例
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川越市医療法施行条例
川越市理容師法施行条例
川越市美容師法施行条例
川越市クリーニング業法施行条例
川越市公衆浴場法施行条例
川越市興行場法施行条例
川越市旅館業法施行条例の一部を改正する条例
川越市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例
川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正する条例
川越市勤労青少年ホーム条例を廃止する条例
川越市都市公園条例の一部を改正する条例
川越市が管理する道路の構造の技術的基準等を定める条例
川越市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例
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川越市北部地域ふれあいセンターの指定管理者の指定
平成２４年度川越市一般会計補正予算（第４号）
平成２４年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算(第２号）
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＊議長は採決に加わっておりません
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川越市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定
める条例
川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
川越市医療法施行条例
川越市理容師法施行条例
川越市美容師法施行条例
川越市クリーニング業法施行条例
川越市公衆浴場法施行条例
川越市興行場法施行条例
川越市旅館業法施行条例の一部を改正する条例
川越市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例
川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正する条例
川越市勤労青少年ホーム条例を廃止する条例
川越市都市公園条例の一部を改正する条例
川越市が管理する道路の構造の技術的基準等を定める条例
川越市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例
川越市市営住宅条例の一部を改正する条例
川越市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例
川越市下水道条例の一部を改正する条例
川越市公民館使用条例の一部を改正する条例
川越市北部地域ふれあいセンターの指定管理者の指定
平成２４年度川越市一般会計補正予算（第４号）
平成２４年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算(第２号）
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＊議長は採決に加わっておりません


